
 

 

 

 

 

 

～中間報告会、第四回三者協議会を開催しました～ 
このたびの『みらい つうしん（第 8 号）』では、8 月 27 日（日）に開催しま

した中間報告会と 9 月 12 日（火）に開催しました三者協議会における協議内容

や意見等をお知らせいたします。 

〈中間報告会について〉 

１．中間報告会の開催日時等 

会 場 開催日時 

燕市役所（会議室１０１） 令和５年 8 月 27 日（日）午前１０時～ 
 
２．中間報告会の結果報告について 

   今回の中間報告会では、第一回から第三回三者協議会までの協議内容について   

報告させていただきました。小池保育園を利用されている方から約 2 人、水道町  

保育園を利用されている方から約 9 人、地域の方から約４人、合計 15 人程の参 

加がありました。 

 

【参加者からの質問等】 

Q.新園舎の工事の時期はいつごろになるのか。 

A.民営化移行後、3 年を目処に園舎を建て替えるということが民営化の条件になって 

いる。令和 6 年度は事務的な動きを進め、着工時期については建築計画に基づいて 

時期を説明いたします。令和 7 年度に 1 つの園を改修し、令和 8 年度にもう一方 

の園を改修することを考えている。 

Q.園舎の建て替え中は他の園に行かなければいけないのか。  

A.燕市や建築事務所とやり取りをしている最中ではあるが、工事期間中は既存園舎か   

ら離れて保育を実施する期間はあると思う。２園（小池、水道町）どちらか一方の

工事が終わった場合、その園の旧園舎にもう一方の園が園舎を借りて保育を実施す

ることを考えている。 

Q.職員の募集状況はどうなのか。 

A.非常勤の方からの採用希望が 6 名（調理師等含む）、採用についての問い合わせが 

4 件あった。保育者養成校にも求人票を出しているが、夏休み期間中のため、今後   

動きが出てくると思う。出雲崎こども園からも何人か異動があると思うが、今後、

保育士の新採用も進めていきたい。 

Q.民営化後の年間行事はどう変わるのか。 

A.民営化移行後も「生きる力」を育むことは共通している。人権の尊重や人間性を育 

めるように行事を実施していくが、内容について違いが出てくることもあると思う。 
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〈三者協議会について〉 

１．三者協議会の開催日時等 
会 場 開催日時 

水道町保育園（遊戯室） 令和５年 9 月 12 日（火）午後７時～ 

 

２．協議事項について 

（１）特別保育に関する事項について 
 
① 土曜日の保育について 

【運営事業者より】 

土曜日の保育は希望保育での対応とします。開所時間については平日と同様    

の時間になっており、お弁当の持参を検討しています。 

② 休日（日曜日等）の保育について 

【運営事業者より】 

休日保育については、保育利用ニーズ調査を踏まえて、実施を検討してい

きます。利用は事前登録制で就労状況の確認が必要となります。利用料金は

保育必要量（標準時間、短時間）に基づいた保育料の範囲内になりますが、

保育時間以外の早朝・延長の利用を希望する場合は別途料金が必要です。 

また、休日保育を利用された場合には、平日に振替休日をお願いすること

となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【委員からの意見等】 

   Q.今現在、水道町保育園に空き部屋がないが、一時保育をどう実施するのか。 

   A.一時保育の条件として、部屋、面積、定員に余裕がある場合に実施すること   

ができる。そのため、園の情報提供で空きがあり、法人の定款で一時保育    

事業の実施がある場合、実施させていただく。 

   Q. 年末年始、お盆、年度末、にお弁当を持っていって希望保育をお願いしてい 

るが、来年度以降もその期間は希望保育を実施するのか。  

A.特別保育は基本的に既存園の方式に準じて実施していく予定となる。 



（２）諸費等に関する事項について 

①主な諸費について 

【運営事業者より】 

災害共済掛け金、給食費等は以下のとおりです。  

 

・日本スポーツ振興センター災害共済給付掛け金  

「一般児童」315 円（保護者負担分）、「要保護児童」50 円（保護者負担分）。 

 ・冷暖房費 

  １人：月額５００円（年間 600０円）を徴収します。 

 ・給食費（完全給食の場合） 

 ０～２歳児：保育料に含まれるため集金はないです。 

 ３～５歳児：主食費１０００円（月額）、副食費４７００円（月額）。 

 

②個人購入物品ついて 

【運営事業者より】 

個人購入物品は以下のとおりです。 

 

・０歳児：（※手提げ袋） 

・１歳児：出席帳・出席シール・お便りケース・手提げ袋  

・２歳児：出席帳・出席シール・クレヨン・粘土・粘土ケース・赤白帽子  

・３歳児：出席帳・出席シール・粘土・マーカー・名札  

・４歳児：出席帳・出席シール・粘土 

・５歳児：出席帳・出席シール・粘土 

 

※お便りケースは保育園側の管理の都合上、同じものを購入していただきます。 

購入時期と金額については参考資料をご覧ください。 

 

〈参考資料〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

③その他の諸費について 

【運営事業者より】 

  その他の諸費について、おむつ処理代金（おむつ使用園児のみ）が 700 円  

掛かります。希望制で体操着、月間絵本を自費購入することができます。 

その他、スモック、外遊び用長靴（※）は家庭から準備していただきます。 

※外遊び用長靴は園児がいつでも、水遊びや土遊びができるよう１年間、保育  

園で預かるものになります。 

     

    〈その他諸費一覧〉 

    ・おむつ処理代金 ※おむつ使用園児のみ 

     処理費用、おむつ処理袋、お尻拭き、処理用手袋等購入費  

    ・希望制の購入物品 

     体操着、月間絵本 

    ・その他ご家庭で用意いただく物品について  

     スモック（アート活動や栽培活動などで使用）  

     外遊び用長靴（戸外遊びや畑での活動用） 

 

④園が準備する物品について 

・防災頭巾、鉛筆、消しゴム、のり、画用紙、絵の具  

※園児が様々な場所で活動をするため、どこにいてもすぐに防災頭巾を被れ  

るよう、個人持ちではなく、園で統一した防災頭巾を使用したいと考えてい 

ます。 

  

【委員からの質問等】 

   Q.園の指定した体操着はどのくらいの割合で購入しているのか。 

      A.出雲崎こども園では体操着を取り入れたのが４年前で、その時の１、2 歳児ク

ラスは８割以上の方が購入しており、４、５歳児クラスはあまり購入してい

なかった。今は、ほとんどの園児が購入しています。  

Q.私立園だと、制服を採用しているところもあるが、どうするのか。  

   Ａ .出雲崎こども園では、１０年程前まで、園で採用していたが登降園でしか利

用していなかったことや、できる限り園児の活動時間を長くしたいこと、保

護者の金銭的負担を減らしたいとの経緯から廃止した。燕市の保育園でも採

用は考えていない。 

  Q.クリスマスなどのイベントでプレゼント等を用意することを企画する場合  

   別途で費用を徴収すれば、イベントを開催できるのか。 

  A.イベント等の費用を保護者会費として負担いただけるのであれば、開催は可 

能と考える。 

  Q.在園児の個人持ちの防災頭巾に関してはどうするのか。  

  A.卒園までは現在使っている防災頭巾を使用することとしますが、どこにいて   

も身を守れるよう園の方でも防災頭巾は準備する。 

 

 



（３）新園舎に関する中間報告会での質疑について 

  

【運営事業者より】 

    新園舎の工事の時期については、現在、設計事務所と協議中の段階で  

す。民営化後、３年を目処に建て替えることが条件となっているため、 

民営化直後は保育の引き受けを十分に実施することも大切にしながら、 

工事を実施していくことになります。建て替え中の保育の実施について 

も、協議段階ではありますが、可能な限り子供たちに負担がかからない  

よう配慮しながら実施していきます。  

 

【委員からの質疑等】 

 Q.民営化後に採用される保育士の経験者と新採用の割合はどの程度  

を考えているのか。 

 A.経験者と新採用の割合は 5：５が望ましいと考えている。人件費と 

事業費との関係で採用のバランスをとりたい。出雲崎こども園から 

の異動してくる職員の人数については、正式に決まっていない。  

 

 

３．次回の三者協議会について 

  次回の三者協議会については、10 月中旬に小池保育園で開催予定です。 

 

【皆さまのご意見などをお聞かせください】 

「みらい つうしん」をご覧になり、三者協議会に対するご意見などがありました

ら、専用の用紙などで小池保育園、水道町保育園に設置する「意見箱」に入れてく

ださい。また、メールやＦＡＸでもご意見などをお受けいたします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（問合わせ先） 

燕市こども政策部 こども未来課 担当：横山・中濱 

〒959-0295 燕市吉田西太田 1934 番地 

電話 0256-77-8222（直通） FAX 0256-92-2119 

E-mail kodomomirai@city.tsubame.lg.jp 


